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平
成
18
年
４
月
か
ら

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

　
市
で
は
、高
齢
化
・
少
子
化
が
進

行
す
る
中
で
、活
力
あ
る
高
齢
化
社

会
の
実
現
と
全
て
の
市
民
が
満
足

感
を
も
っ
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
、「
第
三

期
高
齢
者
保
険
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
」（
平
成
18
年
度
～
20

年
度
）を
策
定
し
ま
し
た
。

　
計
画
で
は
、４
月
か
ら
改
正
さ
れ

た
介
護
保
険
制
度
に
対
応
し
た
新

た
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
、サ
ー
ビ

ス
の
よ
り
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、

介
護
保
険
料
を
次
の
と
お
り
改
定

し
ま
し
た
。

　
な
お
、東
城
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
の
介
護
保
険
料
は
、保
険
料
の
激

変
緩
和
措
置
と
し
て
平
成
17
年
度

に
限
り
独
自
の
保
険
料
を
賦
課
し

て
い
ま
し
た
が
、18
年
度
か
ら
保
険

料
を
統
一
し
ま
す
。

※
平
成
18
年
度
か
ら
、保
険
料
率
の

段
階
が
５
段
階
か
ら
６
段
階
に
な

り
ま
し
た（
低
所
得
者
の
方
に
配
慮

し
、こ
れ
ま
で
の
第
２
段
階
を
第
２

段
階
と
第
３
段
階
に
細
分
化
）。

　
平
成
17
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

「
高
齢
者
の
非
課
税
限
度
額
」が
廃

止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、市
民
税
世

帯
非
課
税
の
高
齢
者
の
方
が
市
民

税
世
帯
課
税
に
な
っ
た
り
、市
民
税

本
人
課
税
と
な
る
な
ど
、保
険
料
率

の
段
階
が
二
段
階
以
上
引
上
げ
ら

れ
る
方
が
生
じ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
方
の
保
険
料
に
つ
い

て
は
、平
成
18
・
19
年
度
の
２
年
間
、

次
の
よ
う
な
激
変
緩
和
措
置
が
あ

り
ま
す
。

　
４
月
か
ら
の
介
護
保
険
制
度
の

主
な
改
正
点
や
制
度
の
し
く
み
、介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
方
法
な
ど
を

冊
子
に
ま
と
め
た「
介
護
保
険
の
わ

か
り
や
す
い
利
用
の
手
引
き
」を
作

成
し
、各
戸
配
布
し
ま
す
。ご
覧
く

だ
さ
い
。

保険料率段階

第１段階

第６段階

第５段階

第４段階

第３段階

第２段階

1,678円 1,703円

対　　象　　者

東城地域以外に
住所を有する方の
介護保険料

改定前 改定後

保険料（月額）

1,182円 1,703円

5,033円 5,107円

1,773円

3,546円

2,955円

2,364円

4,256円

5,107円

4,256円

3,405円

4,194円

3,405円

2,554円

3,355円

2,554円2,516円

1,703円 1,703円

改定前 改定後

保険料（月額）

東城地域に
住所を有する方の
介護保険料

●生活保護受給者
●老齢福祉年金受給者で市民税
　世帯非課税

市民税世帯非課税で、高齢者本人
が年金収入80万円以下で年金以
外に所得がない者等

市民税世帯非課税で、第２段階に
該当しない者

市民税世帯課税で、高齢者本人が
非課税の者

市民税本人課税
（合計所得金額200万円未満）

市民税本人課税
（合計所得金額200万円以上）

18年度からの介護保険料

区　　　　　　　分
保険料（月額）

第４段階の保険料率が摘要される方で、第１段階からの激変緩和対象者

第４段階の保険料率が摘要される方で、第２段階からの激変緩和対象者

第４段階の保険料率が摘要される方で、第３段階からの激変緩和対象者

第５段階の保険料率が摘要される方で、第１段階からの激変緩和対象者

第５段階の保険料率が摘要される方で、第２段階からの激変緩和対象者

第５段階の保険料率が摘要される方で、第３段階からの激変緩和対象者

第５段階の保険料率が摘要される方で、第４段階からの激変緩和対象者

平成18年度

2,247円

2,247円

2,826円

2,554円

2,554円

3,099円

3,677円

平成19年度

2,826円

2,826円

3,099円

3,405円

3,405円

3,677円

3,950円

平成20年度

3,405円

3,405円

3,405円

4,256円

4,256円

4,256円

4,256円

■問い合わせ　社会福祉課介護保険係 鈎0824－73－1167

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

各
戸
配
布
し
ま
す

【
　
　
　
　
】

税
制
改
正
に
伴
う
保
険
料
の

激
変
緩
和
措
置

在
宅
高
齢
者

紙
お
む
つ
購
入
助
成
券
を
交
付

　
市
で
は
、
紙
お
む
つ
を
必
要

と
す
る
重
度
の
要
介
護
者
を
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
同
居
家
族

な
ど
に
対
し
て
、
そ
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
在

宅
高
齢
者
紙
お
む
つ
購
入
助
成

券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
交
付
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
の
で
、
必
要
な
方
は

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
交
付
枚
数

　（
１
枚
３
、０
０
０
円
分
）

申
請
月
　
　
　
　
　
交
付
枚
数

①
４
月
～
６
月
…
…
…
25
枚

②
７
月
～
９
月
…
…
…
20
枚

③
10
月
～
12
月
…
…
…
15
枚

④
１
月
～
３
月
…
…
…
10
枚

※
申
請
月
と
は
、
本
庁
ま
た
は

各
支
所
で
申
請
書
を
受
理
し
た

日
の
属
す
る
月
で
す
。

■
在
宅
高
齢
者
の
該
当
要
件

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に

居
住
し
、
紙
お
む
つ
を
必
要
と

す
る
状
態
に
あ
る
人
　

②
申
請
時
に
、
要
介
護
認
定
で

要
介
護
３
、
４
ま
た
は
５
と
判

定
さ
れ
て
い
る
人

■
交
付
対
象
者

　
該
当
要
件
の
①
、
②
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
人
を
在
宅
で

介
護
し
て
い
る
同
居
家
族
で
、

申
請
時
に
そ
の
世
帯
が
市
民
税

非
課
税
の
場
合
に
交
付
し
ま
す
。

※
世
帯
の
課
税
状
況
を
把
握
す

る
た
め
、
同
居
の
判
断
は
原
則

と
し
て
住
民
票
情
報
に
よ
り
行

い
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、住
所
が

同
じ
で
も
住
民
票
上
で
別
世
帯

と
な
っ
て
い
る
場
合
は
交
付
対

象
外
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
施
設
に
入
院
・
入
所
し
て
い

る
間
な
ど
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

使
用
の
事
実
が
わ
か
っ
た
場
合
、

助
成
額
の
一
部
ま
た
は
全
額
を

返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
書
類

　（
各
支
所
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。）

①
在
宅
高
齢
者
紙
お
む
つ
購
入

助
成
券
交
付
申
請
書
（
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
等
の
確
認
印
が

必
要
で
す
。)

②
印
鑑
　

■
申
請
時
期
　
随
時

■
問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課
介
護
保
険
係

鈎
０
８
２
４-
７
３-

１
１
６
７

西
城
支
所
保
健
福
祉
課

鈎
０
８
２
４-

８
２-
２
２
０
２

東
城
支
所
保
健
福
祉
課

鈎
０
８
４
７
７-

２-

５
１
３
１

口
和
支
所
保
健
福
祉
課

鈎
０
８
２
４-

８
７-

２
１
１
４

高
野
支
所
保
健
福
祉
課

鈎
０
８
２
４-

８
６-

２
１
１
４

比
和
支
所
市
民
生
活
課

鈎
０
８
２
４-

８
５-

３
０
０
２

総
領
支
所
市
民
生
活
課

鈎
０
８
２
４-

８
８-

３
１
１
０

★
市
内
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

に
も
申
請
書
が
あ
り
ま
す
。


